
電気料金の高騰に対する当分の間の措置として電気の使用者に対して再生可能エ
ネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置等
に関する法律案【再エネ賦課金停止法案】概要

電気料金の高騰

電気使用者の負担軽減
の必要性

内 容

２ 再エネ電気の供給促進に要する費用の在り方の検討

政府は、電気使用者が再エネ電気の供給促進に要する費用の負担をする
ことなく再エネ電気の供給が促進されるようにする観点から総合的に検討
し、必要な措置を講ずること。

（公布日施行）

⑴ 当分の間、電気使用者に対して再エネ賦課金
の請求が行われないようにすること。

⑵ 政府は、⑴に必要な措置を速やかに講ずるこ
と。
※ 再エネ電気の供給促進に悪影響を

及ぼさないようにすること。

１ 再エネ賦課金の請求が行われないようにするための措置

（出所）資源エネルギー庁

（グラフ資料提供）資源エネルギー庁

背 景


	スライド 1: 電気料金の高騰に対する当分の間の措置として電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置等に関する法律案【再エネ賦課金停止法案】概要

